
地
方

分
権

改
革

有
識

者
会
議

提
案

募
集

検
討

専
門

部
会
資
料

平
成
27

年
8月

6日
厚
生
労
働
省

（
医

薬
品
製
造
販
売
の
地
方
承
認
権
限
の

範
囲

拡
大

に
つ
い
て
）

9
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申
請

者

医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

（
一
般
薬
等
審
査
部
）

厚
生
労
働
省

医
薬
食
品
局

審
査
管
理
課

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会

薬
事
分
科
会
／
部
会

申
請

照
会

指
示

回
答

審
査
等
結
果
通
知

承
認
書
交
付

報
告
・
諮
問

※

答
申

一
般
用

医
薬

品
の

承
認

審
査
の
流
れ

※
新

有
効

成
分

、
新

効
能

医
薬

品
等

の
場

合
は

、
承

認
に
あ
た
り
薬

事
・
食

品
衛

生
審

議
会

の
意

見
を
聴

か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と

さ
れ

て
い
る
が

、
一

般
用

漢
方

製
剤

は
、
こ
れ

ま
で
に
承

認
前

例
が

あ
り
、
こ
れ

ら
に
該

当
し
な
い
た
め
、
事

務
局

に
て
処

理
し
て
い
る
。2

10



制
度

の
概

要

○
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
品
目
ご
と
に
そ
の
製
造
販

売
等
に
つ
い
て
の
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
医

薬
品
医
療
機
器
法
第
14

条
第
１
項
）
。

○
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
種
類
に
属
す
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
一
定
の

範
囲

の
も
の

に
つ
い
て
は

、
そ
の

権
限

は
都

道
府

県
知

事
に
委

任
（
医

薬
品

医
療
機
器
法
施
行
令
第
80

条
第
２
項
第
５
号
）
。

○
当

該
医

薬
品

の
種

類
等

そ
の

範
囲

に
つ
い
て
は

、
告

示
（
医

薬
品

、
医

療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
80

条
第
２
項
第
５
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬

品
の
種
類
等
（
昭
和
45

年
厚
生
省
告
示
第
36
6号

）
※
）
に
よ
り
指
定
。

※
薬
効
群
毎
に
有
効
成
分
の
種
類
、
配
合
割
合
、
分
量
、
効
能
及
び
効
果
等
の
範
囲
を
定
め
て
い
る
。

3
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【
地

方
委

任
告

示
】

１
．

か
ぜ

薬
昭

和
4
5
年

1
0
月

1
9
日

２
．

解
熱

鎮
痛

薬
昭

和
4
7
年

1
2
月

2
6
日

３
．

鎮
咳

去
痰

薬
昭

和
5
9
年

5
月

2
9
日

４
．
胃
腸

薬
平

成
7
年

3
月

2
2
日

５
．

瀉
下

薬
昭

和
5
9
年

5
月

2
9
日

６
．

鎮
暈

薬
昭

和
6
0
年

3
月

2
6
日

７
．

眼
科

用
薬

昭
和

6
1
年

7
月

2
9
日

８
．

ビ
タ

ミ
ン

主
薬

製
剤

昭
和

6
3
年

3
月

2
6
日

９
．

浣
腸

薬
昭

和
6
3
年

3
月

2
6
日

1
0
.
 
駆

虫
薬

平
成

元
年

3
月

2
8
日

1
1
.
 
鼻

炎
用

点
鼻

薬
平
成

3
年

3
月

2
9
日

1
2
.
 
鼻

炎
用

内
服

薬
平
成

5
年

1
月

2
9
日

1
3
.
 
外

用
痔

疾
用

薬
平
成

7
年

3
月

2
2
日

1
4
.
 
み

ず
む

し
・

た
む

し
用

薬
平

成
1
0
年

5
月

1
5
日

1
5
.
 
鎮

痒
消

炎
薬

平
成

2
4
年

1
月

1
9
日

一
般

用
医

薬
品

の
地

方
委

任
告

示

4
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最
近

の
一

般
用

医
薬

品
の

承
認

権
限

の
委

任
の

状
況

最
近

の
一

般
用

医
薬

品
の

承
認

権
限

の
委

任
の

状
況

平
成
２
５
年
４
月

か
ぜ
薬
、
解
熱
鎮
痛
薬
、
鎮
咳
去
痰
薬
、
鼻
炎
用
内
服
薬
の
４
薬
効
群
見
直
し
の
検
討
開
始
。

平
成
２
７
年
２
月

か
ぜ
薬
等
の
一
部
の
承
認
権
限
を
都
道
府
県
知
事
へ
委
任
す
る
告
示
改
正
に
つ
い
て
、
意
見

募
集
を
実
施
。


有

効
成

分
の

追
加

イ
ブ
プ
ロ
フ
ェ
ン
、
ブ

ロ
ム
ヘ
キ
シ
ン
塩
酸

塩
等

１
３
成

分


葛
根

湯
加

桔
梗

の
追

加


配

合
ル

ー
ル

見
直

し


わ
か
り
や
す
い
効

能
表

現

か
ぜ

薬


有
効
成
分
の
追
加

イ
ブ
プ
ロ
フ
ェ
ン

等
３
成

分


配
合

ル
ー
ル

見
直

し


わ
か
り
や
す
い
効
能

表
現解
熱
鎮
痛
薬


有
効
成
分

の
追

加
ブ
ロ
ム
ヘ
キ
シ
ン
塩

酸
塩

等
５
成

分


配
合

ル
ー
ル

見
直

し


わ
か
り
や
す
い
効
能

表
現

鎮
咳
去

痰
薬


有

効
成

分
の

追
加

メ
キ
タ
ジ
ン


配

合
ル

ー
ル

見
直

し

鼻
炎

用
内

服
薬

承
認
前
例
に
基
づ
く
新
規
成
分
取
り
込
み

日
局
１
６
等
の
公
定

書
に
準
じ
た
整
備
、
変
更
（
剤
形
等
）

5

平
成

２
７
年

３
月

２
５
日

委
任

告
示

の
一

部
改

正
（
公

布
）

平
成
２
７
年
４
月

１
日

か
ぜ
薬
等
の
一
部
の
承
認
権
限
を
都
道
府
県
知
事
へ
委
任
。

平
成

２
７
年

１
月

３
０
日

「
平

成
26

年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
」
閣
議
決
定

「
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
承
認
（
1
4
条
１
項
）
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
承
認
基
準
を
見
直
し
、
都
道
府
県
知
事
の

事
務

・
権

限
と
す

る
品

目
等

を
拡

大
す

る
。

（
i）
一
般
用
医
薬
品
の
う
ち
、
か
ぜ
薬
等
４
薬
効
群
の
承
認
基
準
」

平
成

２
６
年

４
月

３
０
日

「
地

方
分

権
改

革
に
関

す
る
提
案
募
集
の
実
施
方
針
」
（
地
方
分
権
改
革
推
進
本
部
決
定
）

5
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一
般

用
漢

方
製

剤
に
つ
い
て

○
一

般
用

漢
方

製
剤
と
は

昭
和
47

年
～
49

年

一
般

用
医

薬
品

と
し
て
使

用
可

能
な
漢

方
処

方
と
し
て
、
2
1
0
の
処

方
を
選

定
し
、
そ

の
成

分
・
分

量
、
効

能
・
効

果
の
基

準
を
公

表
（
通

称
：
「
2
1
0
処

方
」
）
。

平
成
15

年
～

平
成
17

年

「
一

般
用

漢
方

処
方

の
見

直
し
を
図

る
た
め
の
調

査
研

究
」
（
厚

生
労

働
科

学
研

究
費

補
助

金
）
に
お

い
て
、
2
1
0
処

方
の
見

直
し
や

新
規

処
方

の
追

加
に
つ

い
て
調

査
研

究
。

平
成
20

年
9月

2
1
0
処

方
の
見

直
し
及

び
新

規
処

方
の
追

加
（
3
処

方
）

平
成
22

年
4月

処
方

追
加

（
2
3
処

方
）

平
成
23

年
4月

処
方

追
加

（
2
7
処

方
）

平
成
24

年
8月

処
方

追
加

（
3
1
処

方
）
に
よ
り
、
現

在
は
2
9
4
処

方
（
平

成
2
4
年

8
月

3
0
日

付
け
薬

食
審

査
発

0
8
3
0
第

1
号

通
知

）
。

6

シ
ョ
ウ
キ
ョ
ウ
（
生
姜
）

シ
ャ
ク
ヤ
ク
（
芍
薬
）
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日
本

薬
局

方
と
は


日
本
薬
局
方
は
、
承
認
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の
性
状
及
び
品
質
の
適
正

を
図
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を

聴
い
て
定
め
る
医
薬
品
の
規
格
基
準
書
で
あ
る
。
（
医
薬
品
医
療
機
器

法
第
41

条
第
１
項
。
初
版
は
明
治
19

年
6月

公
布
。
）


日
本
薬
局
方
に
お
い
て
、
漢
方
製
剤
の
原
料
エ
キ
ス
と
し
て
、
一
般
用
漢
方
製
剤

29
4処

方
の
う
ち
28

処
方
に
つ
い
て
、
汎
用
性
が
高
く
、
品
質
に
関
す
る
規
格
基
準

の
設
定
が
可
能
で
あ
る
も
の
と
し
て
収
載
。


日
本
薬
局
方
で
は
、
エ
キ
ス
中
の
①
配
合
生
薬
の
割
合
、
②
含
有
成
分
の
定
量
方

法
及
び
含
量
、
③
重
金
属
等
の
純
度
試
験
方
法
及
び
限
度
値
な
ど
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

※
日
本
薬
局
方
収
載
の
原
薬
エ
キ
ス
：
葛
根
湯
エ
キ
ス

例
・

配
合

生
薬

の
割

合
カ
ッ
コ
ン
8g
、
マ
オ
ウ
4g
、
タ
イ
ソ
ウ
4g
、
ケ
イ
ヒ
3g
、
シ
ャ
ク
ヤ
ク
3g
、
カ
ン
ゾ
ウ
2g
、
シ
ョ
ウ
キ
ョ
ウ
1g

の
処
方
に
従
い
生
薬
を
と
り
、
浸
出
液
を
濃
縮
し
て
製
す
る
。

・
含

量
グ
リ
チ
ル
リ
チ
ン
酸

※
19

～
57
m
g

等
※

カ
ン
ゾ
ウ
の
含
有
成
分

・
純

度
試

験
重

金
属
30
pp

m
以
下

等

－
漢

方
処

方
製

剤
の

原
料

で
あ
る
生

薬
の

品
質

確
保

－

7

15



承
認

基
準

の
検

討
状

況
等

○
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
は
、
製
品
毎
に
製
造
販
売
承
認
を
取
得
す
る
こ
と

に
よ
り
、
全

国
で
そ
の

製
品

を
製

造
販

売
で
き
る
。

○
都

道
府

県
に
お
い
て
承

認
を
し
た
製

品
で
あ
っ
て
も
、
全

国
に
お
い
て
製

造
販

売
が

可
能

で
あ
り
、
こ
れ

ま
で
、
効

能
又

は
効

果
、
用

法
及

び
用

量
等

の
有
効
性
・
安
全
性

を
担
保
す
る
た
め
の
統
一
的
な
基
準
に
基
づ
き
審
査
可

能
な
も
の

に
限

り
、
地

方
委

任
を
実

施
し
て
き
た
と
こ
ろ
。

○
特

に
、
今

回
、
地

方
委

任
を
要

望
さ
れ

て
い
る
漢

方
製

剤
は

、
化

成
品

に
比

べ
、
成

分
含

量
等

の
ば

ら
つ
き
が

大
き
く
、
品

質
を
担

保
す
る
た
め
の

統
一
の

規
格
基
準
が
な
い
と
、
各
都
道
府
県
で
審
査
の
統
一
性
を
欠
く
お
そ
れ

が
あ
る
。

○
今

後
、
日

本
薬

局
方

に
お
い
て
、
漢

方
製

剤
の

原
料

エ
キ
ス

と
し
て
品
質
に
関
す
る
規
格
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
28

処
方

の
承
認
権
限
を
都
道
府
県
知
事
へ
委
任
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

8
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【
参

考
１
】
関

連
条

文

医
薬

品
（
厚

生
労

働
大

臣
が
基

準
を
定

め
て
指

定
す

る
医

薬
品

を
除

く
。
）
、
医

薬
部

外
品

（
厚

生
労

働
大

臣
が
基

準
を
定

め
て
指

定
す

る
医

薬
部

外
品

を
除

く
。
）
又

は
厚

生
労

働
大

臣
の
指

定
す

る
成

分
を
含

有
す

る
化

粧
品

の
製

造
販

売
を
し
よ
う
と
す

る
者

は
、
品

目
ご
と
に
そ
の

製
造

販
売

に
つ

い
て
の
厚

生
労

働
大

臣
の
承

認
を
受

け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

医
薬

品
、
医

療
機

器
等

の
品

質
、
有

効
性

及
び

安
全

性
に
関

す
る
法

律
（
昭
和
3
5
年
法
律
第
1
4
5
号
）

第
十
四
条
第
一
項

第
四
十
一
条
第
一
項

厚
生

労
働

大
臣

は
、
医

薬
品

の
性

状
及

び
品

質
の
適

正
を
図

る
た
め
、
薬

事
・
食

品
衛

生
審

議
会

の
意

見
を
聴

い
て
、
日

本
薬

局
方

を
定

め
、
こ
れ
を
公

示
す

る
。

9
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【
参

考
２
】
関

連
条

文

第
五
号

法
第

十
四

条
第

一
項

、
第

九
項

及
び

第
十

項
に
規

定
す

る
権

限
に
属

す
る
事

務
の
う
ち
、
風

邪
薬

、
健

胃
消

化
薬

、
駆

虫
薬

そ
の
他

の
厚

生
労

働
大

臣
の
指

定
す

る
種

類
に
属

す
る
医

薬
品

で
あ

つ
て
、
そ
の
有

効
成

分
の
種

類
、
配

合
割

合
及

び
分

量
、
用

法
及

び
用

量
、
効

能
及

び
効

果
そ
の

他
そ
の
品

質
、
有

効
性

及
び

安
全

性
に
係

る
事

項
に
つ

き
当

該
厚

生
労

働
大

臣
の
指

定
す

る
種

類
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
範
囲
内
の
も
の
(注

射
剤
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)並

び
に
厚
生
労
働

大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
も
の

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭

和
3
6
年

政
令

第
1
1
号

）

第
八
十
条
第
二
項

10

前
項

に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
医

薬
品

(体
外

診
断

用
医

薬
品

を
除

く
。
以

下
こ
の
項

に
お

い
て
同

じ
。
)、
医

薬
部

外
品

又
は
化

粧
品

に
係

る
次

に
掲

げ
る
厚

生
労

働
大

臣
の
権

限
に
属

す
る
事

務
は
、

第
一
号
、
第
二
号
、
第
五

号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
こ
れ

ら
の
号

に
規

定
す

る
医

薬
品

、
医

薬
部

外
品

又
は
化

粧
品

を
製

造
販

売
し
よ
う
と
す

る
者

の
法

第
十

七
条

第
二

項
に
規

定
す

る
医

薬
品

等
総

括
製

造
販

売
責

任
者

が
そ
の
業

務
を
行

う
事

務
所

の
所

在
地

の
都

道
府

県
知

事
が
、
第

三
号

、
第

四
号

及
び

第
七

号
に
掲

げ
る
権

限
に
属

す
る
事

務
に
つ

い
て
は
製

造
所

の
所

在
地

の
都

道
府

県
知

事
が
行

う
こ
と
と
す

る
。
た
だ
し
、
厚

生
労

働
大

臣
が
第

二
号

及
び

第
四
号
に
掲
げ
る
権
限
に
属

す
る
事
務
(法

第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第

七
十

三
条

並
び

に
第

七
十

五
条

第
一

項
に
規

定
す

る
も
の
に
限

る
。
)並

び
に
第

六
号

に
掲

げ
る
権

限
に
属

す
る
事

務
を
自

ら
行

う
こ
と
を
妨

げ
な
い
。
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N
o

処
方
名

N
o

処
方
名

１
黄
連
解
毒
湯

お
う
れ
ん
げ
ど
く
と
う

１
５

真
武
湯

し
ん
ぶ
と
う

２
乙
字
湯

お
つ
じ
と
う

１
６

大
黄
甘
草
湯

だ
い
お
う
か
ん
ぞ
う
と
う

３
葛

根
湯

か
っ
こ
ん
と
う

１
７

大
建

中
湯

だ
い
け
ん
ち
ゅ
う
と
う

４
葛
根
湯
加
川
芎
辛
夷

か
っ
こ
ん
と
う
か
せ

ん
き
ゅ
う
し
ん
い

１
８

大
柴
胡
湯

だ
い
さ
い
こ
と
う

５
加
味
逍
遙
散

か
み
し
ょ
う
よ
う
さ
ん

１
９

釣
藤
散

ち
ょ
う
と
う
さ
ん

６
桂
枝
茯
苓
丸

け
い
し
ぶ
く
り
ょ
う
が
ん

２
０

当
帰
芍
薬
散

と
う
き
し
ゃ
く
や
く
さ
ん

７
牛
車
腎
気
丸

ご
し
ゃ
じ
ん
き
が
ん

２
１

麦
門
冬
湯

ば
く
も
ん
と
う

８
柴
胡
桂
枝
湯

さ
い
こ
け
い
し
と
う

２
２

八
味
地
黄
丸

は
ち
み
じ
お
う
が
ん

９
柴
朴
湯

さ
い
ぼ
く
と
う

２
３

半
夏
厚
朴
湯

は
ん
げ
こ
う
ぼ
く
と
う

１
０
柴

苓
湯

さ
い
れ
い
と
う

２
４

半
夏
瀉
心
湯

は
ん
げ
し
ゃ
し
ん
と
う

１
１
芍
薬
甘
草
湯

し
ゃ
く
や
く
か
ん
ぞ
う
と
う

２
５

補
中
益

気
湯

ほ
ち
ゅ
う
え
っ
き
と
う

１
２
十
全
大
補
湯

じ
ゅ
う
ぜ
ん
た
い
ほ
と
う

２
６

麻
黄
湯

ま
お
う
と
う

１
３
小
柴
胡
湯

し
ょ
う
さ
い
こ
と
う

２
７

六
君
子
湯

り
っ
く
ん
し
と
う

１
４
小
青
竜
湯

し
ょ
う
せ
い
り
ゅ
う
と
う

２
８

苓
桂
朮
甘
湯

り
ょ
う
き
ょ
う
じ
ゅ
つ
か
ん

と
う

【
参

考
３
】
一

般
用

漢
方

製
剤

（
２
８
処

方
）

11
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年
度

2
6
年

度
（
目

標
値

は
3
0
年

度
ま
で
）

目
標

行
政

側
期

間
7
ヶ
月

実
績

行
政
側
期
間

6
.3
ヶ
月

承
認
件
数

8
4
4

年
度

2
6
年

度

実
績

行
政
側
期
間

6
.7
ヶ
月

承
認
件
数

2
6

○
要
指
導
・
一
般
用
医
薬
品
の
審
査
期
間
（
中
央
値
）

○
一
般
用
漢
方
製
剤
（
2
8
処
方
）
の
審
査
期
間
（
中
央
値
）

【
参

考
４
】
要

指
導

・
一

般
用

医
薬

品
の
承

認
審

査
期

間

12
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